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○ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ）                      （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

  

（ 無 線 局 の 種 別 及 び 定 義 ） （ 無 線 局 の 種 別 及 び 定 義 ） 

第 四 条  無 線 局 の 種 別 を 次 の と お り 定 め 、 そ れ ぞ れ 下 記 の と お り 定

義 す る 。 

第 四 条 （ 同 上 ） 

一 ～ 三 の 二 （ 略 ） 一 ～ 三 の 二 （ 同 上 ） 

三 の 三  地 上 一 般 放 送 局  地 上 一 般 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和

二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） 第 二 条 第 四 号 の 二 に 規 定

す る 地 上 一 般 放 送 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 無 線 局 で あ つ て

、 地 上 一 般 放 送 を 行 う 実 用 化 試 験 局 以 外 の も の を い う 。 

 

四 ～ 二 十 九 （ 略 ） 四 ～ 二 十 九 （ 同 上 ） 

  

（ 空 中 線 電 力 の 表 示 ）  （ 空 中 線 電 力 の 表 示 ）  

第 四 条 の 四  空 中 線 電 力 は 、 電 波 の 型 式 の う ち 主 搬 送 波 の 変 調 の 型

式 及 び 主 搬 送 波 を 変 調 す る 信 号 の 性 質 が 次 の 上 欄 に 掲 げ る 記 号 で

表 さ れ る 電 波 を 使 用 す る 送 信 設 備 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄

に 掲 げ る 電 力 を も つ て 表 示 す る 。 

第 四 条 の 四 （ 同 上 ） 

表 （ 略 ） 表 （ 同 上 ） 

２  次 に 掲 げ る 送 信 設 備 の 空 中 線 電 力 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず

、 平 均 電 力 （ pY ） を も つ て 表 示 す る 。  

一  デ ジ タ ル 放 送 （ Ｆ 七 Ｗ 電 波 及 び Ｇ 七 Ｗ 電 波 を 使 用 す る も の を

除 く 。 ） を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 （ 地 上 基 幹 放 送 試 験 局 及 び 基 幹

放 送 を 行 う 実 用 化 試 験 局 を 含 む 。 ） 及 び 地 上 一 般 放 送 局 （ 地 上

２  次 に 掲 げ る 送 信 設 備 の 空 中 線 電 力 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず

、 平 均 電 力 （ pY ） を も つ て 表 示 す る 。  
一 デ ジ タ ル 放 送 （ Ｆ 七 Ｗ 電 波 及 び Ｇ 七 Ｗ 電 波 を 使 用 す る も の を

除 く 。 ） を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 （ 地 上 基 幹 放 送 試 験 局 及 び 基 幹

放 送 を 行 う 実 用 化 試 験 局 を 含 む 。 ） 並 び に 設 備 規 則 第 三 十 七 条
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一 般 放 送 を 行 う 実 用 化 試 験 局 を 含 む 。 ） 並 び に 設 備 規 則 第 三 十

七 条 の 二 十 七 の 二 十 一 に 規 定 す る 番 組 素 材 中 継 を 行 う 無 線 局 及

び 同 令 第 三 十 七 条 の 二 十 七 の 二 十 二 に 規 定 す る 放 送 番 組 中 継 を

行 う 固 定 局 （ い ず れ も Ｇ 七 Ｗ 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） の

送 信 設 備 

の 二 十 七 の 二 十 一 に 規 定 す る 番 組 素 材 中 継 を 行 う 無 線 局 及 び 同

令 第 三 十 七 条 の 二 十 七 の 二 十 二 に 規 定 す る 放 送 番 組 中 継 を 行 う

固 定 局 （ い ず れ も Ｇ 七 Ｗ 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） の 送 信

設 備 

３ （ 略 ） ３ （ 同 上 ） 

  

（ 公 示 す る 期 間 内 に 申 請 す る こ と を 要 し な い 無 線 局 ） （ 公 示 す る 期 間 内 に 申 請 す る こ と を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 六 条 の 四  法 第 六 条 第 七 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る も の と す る 。 

第 六 条 の 四 （ 同 上 ） 

一 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 六 （ 同 上 ） 

七  コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 別 表 第 五 号 （ 注 ） 十 二 の

コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 基 幹 放 送 局 

七 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理

委 員 会 規 則 第 十 号 ） 別 表 第 五 号 （ 注 ） 十 二 の コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 基 幹 放 送 局 

八 ～ 十 一 （ 略 ） 八 ～ 十 一 （ 同 上 ） 

  

（ 免 許 等 の 有 効 期 間 ） （ 免 許 等 の 有 効 期 間 ） 

第 七 条  法 第 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 免 許 の 有 効 期 間 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 の 種 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め

る と お り と す る 。 
第 七 条 （ 同 上 ） 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 同 上 ） 

二 の 二 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 （ 放 送 法 施 行 規 則 第 百 四 十

二 条 第 二 号 に 規 定 す る エ リ ア 放 送 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う

も の に 限 る 。 ） 一 年 

 

三 ～ 七 （ 略 ） 三 ～ 七 （ 同 上 ） 
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第 八 条 前 三 条 の 規 定 は 、 同 一 の 種 別 （ 地 上 基 幹 放 送 局 に つ い て は

、 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 （ 当 該 放 送 の 電 波 に 重

畳 し て 多 重 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ） と そ れ 以 外 の 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 区 分 別 と す

る 。 ） に 属 す る 無 線 局 に つ い て 同 時 に 有 効 期 間 が 満 了 す る よ う 総

務 大 臣 が 定 め る 一 定 の 時 期 （ コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放

送 局 に あ つ て は 、 別 に 告 示 で 定 め る 日 、 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 、

携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 、 無 線 呼 出 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線 航 行 移 動

局 及 び 地 球 局 に あ つ て は 、 毎 年 一 の 別 に 告 示 で 定 め る 日 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 一 定 日 」 と い う 。 ） ） に 免 許 等 （ 法 第 二 十 五 条 第

一 項 の 免 許 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を し た 無 線 局 に 適 用 が あ る も

の と し 、 免 許 等 を す る 時 期 が こ れ と 異 な る 無 線 局 の 免 許 等 の 有 効

期 間 は 、 前 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 一 定 の 時 期 （ 陸 上 移 動

業 務 の 無 線 局 、 携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 、 無 線 呼 出 局 、 船 上 通 信 局

、 無 線 航 行 移 動 局 及 び 地 球 局 に あ つ て は 、 免 許 等 を す る 時 期 の 直

前 の 一 定 日 ） に 免 許 等 を 受 け た 当 該 種 別 の 無 線 局 に 係 る 免 許 等 の

有 効 期 間 の 満 了 の 日 ま で の 期 間 と す る 。  

第 八 条 （ 同 上 ） 

 

 

２ 前 項 の 規 定 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に は 適 用 し な い 。  ２ （ 同 上 ） 

一 ・ 二 （ 略 ）  一 ・ 二 （ 同 上 ）  

二 の 二 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限 る 。 ）   

三 ～ 十 四 （ 略 ） 三 ～ 十 四 （ 同 上 ） 

  

（ 公 表 す る 免 許 状 等 記 載 事 項 ） （ 公 表 す る 免 許 状 等 記 載 事 項 ） 

第 十 一 条  法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 免 許 状 等 （ 法 第 二 十 第 十 一 条 （ 同 上 ） 
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五 条 第 一 項 に 規 定 す る 免 許 状 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 記 載 さ れ

た 事 項 の う ち 総 務 大 臣 が 公 表 す る も の は 、 次 の 各 号 に 定 め る 事 項

以 外 の も の と す る 。  

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 同 上 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 同 上 ） 

３ （ 略 ） ３ （ 同 上 ） 

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 同 上 ） 

四  放 送 法 第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る 一 般 放 送 の 業 務 を 行 う 者 が 、

一 般 放 送 の 業 務 の 円 滑 な 遂 行 を 図 る た め に 開 設 す る も の （ 前 号

に 該 当 す る も の 、 エ リ ア 放 送 の 業 務 を 行 う 者 が 開 設 す る も の 及

び 有 線 電 気 通 信 設 備 を 用 い て ラ ジ オ 放 送 の 業 務 を 行 う 者 が 開 設

す る も の を 除 く 。 ） 

四  放 送 法 第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る 一 般 放 送 の 業 務 を 行 う 者 が 、

一 般 放 送 の 業 務 の 円 滑 な 遂 行 を 図 る た め に 開 設 す る も の （ 前 号

に 該 当 す る も の 及 び 有 線 電 気 通 信 設 備 を 用 い て ラ ジ オ 放 送 の 業

務 を 行 う 者 が 開 設 す る も の を 除 く 。 ） 

４ （ 略 ） ４ （ 同 上 ） 

  

（ 請 求 の 単 位 ）  （ 請 求 の 単 位 ） 

第 十 一 条 の 二 の 五 前 条 第 一 項 の 請 求 は 、 次 に 掲 げ る 無 線 局 の 種 別

に 従 い 、 開 設 又 は 変 更 し よ う と す る 無 線 局 の 送 信 設 備 の 設 置 場 所

及 び 周 波 数 割 当 計 画 に 示 さ れ る 割 り 当 て る こ と が 可 能 で あ る 周 波

数 ご と に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

第 十 一 条 の 二 の 五 （ 同 上 ） 

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 同 上 ） 

三 地 上 基 幹 放 送 試 験 局 三 （ 同 上 ） 

三 の 二 地 上 一 般 放 送 局  

四 ～ 二 十 五 （ 略 ） 四 ～ 二 十 五 （ 同 上 ） 
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（ 定 期 検 査 を 行 わ な い 無 線 局 ） （ 定 期 検 査 を 行 わ な い 無 線 局 ） 
第 四 十 一 条 の 二 の 六  法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線

局 は 、 次 の と お り と す る 。 

第 四 十 一 条 の 二 の 六 ( 同 上) 

一 ～ 三 （ 略 ） 一 ～ 三 （ 同 上 ） 

三 の 二 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限 る 。 ）  

四 ～ 二 十 四 （ 略 ） 四 ～ 二 十 四 （ 同 上 ） 

  

（ 電 波 の 発 射 の 防 止 ） （ 電 波 の 発 射 の 防 止 ） 

第 四 十 二 条 の 二  法 第 七 十 八 条 の 総 務 省 令 で 定 め る 電 波 の 発 射 を 防

止 す る た め に 必 要 な 措 置 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 無 線 局 の 無 線

設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

た だ し 、 当 該 無 線 設 備 の う ち 、 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局 に あ つ

て は 、 移 動 範 囲 又 は 常 置 場 所 ） 、 利 用 方 法 そ の 他 の 事 情 に よ り 当

該 措 置 を 行 う こ と が 困 難 な も の で あ つ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る

も の に つ い て は 、 同 表 の 下 段 に 掲 げ る 措 置 に 代 え 、 別 に 告 示 す る

措 置 に よ る こ と が で き る 。 

第 四 十 二 条 の 二 （ 同 上 ） 

無 線 設 備 必 要 な 措 置 

一 （ 略 ） （ 略 ） 

二 基 幹 放 送 局 、 地 上 一 般 放 送 局 及 び 固 定 局 の 無

線 設 備 

（ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

無 線 設 備 必 要 な 措 置 

一 （ 同 上 ） （ 同 上 ） 

二 基 幹 放 送 局 及 び 固 定 局 の 無 線 設 備 （ 同 上 ） 

（ 同 上 ） （ 同 上 ） 
 

  

（ 同 等 の 機 能 を 有 す る 無 線 局 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る こ と と な る

無 線 局 ） 

（ 同 等 の 機 能 を 有 す る 無 線 局 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る こ と と な る

無 線 局 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 六 法 別 表 第 六 備 考 第 十 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 第 五 十 一 条 の 九 の 六 （ 同 上 ） 
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線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 
一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 同 上 ） 

三 法 別 表 第 六 の 九 の 項 に 掲 げ る 無 線 局 の う ち 、 エ リ ア 放 送 を 行

う も の 。 

 

  

（ 権 限 の 委 任 ）  （ 権 限 の 委 任 ）  

第 五 十 一 条 の 十 五  法 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 権 限 で 次 に 掲 げ る も の

は 、 所 轄 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ

。 ） に 委 任 す る 。 た だ し 、 第 二 号 の 二 の 三 、 第 三 号 及 び 第 六 号 の

二 に 掲 げ る 権 限 は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と が あ る 。  

第 五 十 一 条 の 十 五 （ 同 上 ）  

一 （ 略 ） 一 （ 同 上 ） 

⑴  固 定 局 、 地 上 一 般 放 送 局 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 測 位 局 、

Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 、 船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球 局 、 携 帯 移 動 地 球

局 、 非 常 局 、 ア マ チ ユ ア 局 、 簡 易 無 線 局 、 構 内 無 線 局 、 気 象

援 助 局 、 標 準 周 波 数 局 及 び 特 別 業 務 の 局 

⑴  固 定 局 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 測 位 局 、 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 、

船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 非 常 局 、 ア マ

チ ユ ア 局 、 簡 易 無 線 局 、 構 内 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 標 準 周 波

数 局 及 び 特 別 業 務 の 局 

⑵ （ 略 ） ⑵ （ 同 上 ） 

二 ～ 八 （ 略 ） 二 ～ 八 （ 同 上 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 同 上 ） 

  

（ 書 類 の 提 出 ） （ 書 類 の 提 出 ） 

第 五 十 二 条 （ 略 ） 第 五 十 二 条 （ 同 上 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 同 上 ） 

５  エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 申 請 書 及 び 申 請 書 に

添 付 す る 書 類 の 提 出 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ

に よ る 。 
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（ 電 子 申 請 等 の 場 合 の 添 付 書 類 等 の 提 出 ） （ 電 子 申 請 等 の 場 合 の 添 付 書 類 等 の 提 出 ） 

第 五 十 二 条 の 三 （ 略 ） 第 五 十 二 条 の 三 （ 同 上 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 同 上 ） 

４  エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 申 請 書 及 び 申 請 書 に

添 付 す る 書 類 の 提 出 に つ い て は 、 前 各 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 総 務

大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る 。 

 

  

別表第二号の二の二（第11条の２の３関係） 別表第二号の二の二（第11条の２の３関係） 

無線局の種別 情報提供項目 

１～４（略） （略） 

５ 地上一般放送局、

気象援助局、標準周

波数局、特別業務の

局、基地局、携帯基

地局、無線呼出局、

陸上移動中継局、実

験試験局及び海岸局

（９の項及び 10の項

に掲げる無線局を除

く。） 

（略） 

 

（略） （略） 
 

無線局の種別 情報提供項目 

１～４（同上） （同上）   

５ 気象援助局、標準

周波数局、特別業務

の局、基地局、携帯

基地局、無線呼出局

、陸上移動中継局、

実験試験局及び海岸

局（９の項及び 10の

項に掲げる無線局を

除く。） 

 

（同上） 

（同上） （同上） 
 

注１・２ （略） 注１・２ （同上） 

  

別表第二号の二の三（第11条の２の４第２項関係） 別表第二号の二の三（第11条の２の４第２項関係） 
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無線局情報提供請求書 （略） 無線局情報提供請求書 （同上） 

注１・２ （略） 注１・２ （同上） 

３ （略） ３ （同上） 

⑴ （略） ⑴ （同上） 

⑵ ⑶の無線局の種別は、第11条の２の５に掲げる無線局の

種別を、次の表に掲げる記号により記載すること。 

⑵ （同上） 

無線局の

種別 

記号 無線局の種

別 

記号 無線局の種

別 

記号 

固定局 ＦＸ 無線呼出局 

 

ＲＰ 宇宙局 ＭＥ 

特定地上

基幹放送

局以外の

地上基幹

放送局 

ＢＢ 陸上移動中

継局 

ＦＢＲ 衛星基幹放

送局 

ＥＶ 

特定地上

基幹放送

局 

ＢＣ 陸上移動局 ＭＬ 衛星基幹放

送試験局 

ＥＢＥ 

特定地上

基幹放送

試験局以

外の地上

基幹放送

試験局 

ＢＤ 無線航行陸

上局 

ＲＬ 人工衛星局 ＥＫＴ 

特定地上 ＢＥ 無線標定陸 ＬＲ 実験試験局 ＥＸ 

無線局の

種別 

記号 無線局の種

別 

記号 無線局の種

別 

記号 

固定局 ＦＸ 陸上移動中

継局 

ＦＢＲ 宇宙局 ＭＥ 

特定地上

基幹放送

局以外の

地上基幹

放送局 

ＢＢ 陸上移動局 ＭＬ 衛星基幹放

送局 

ＥＶ 

特定地上

基幹放送

局 

ＢＣ 無線航行陸

上局 

ＲＬ 衛星基幹放

送試験局 

ＥＢＥ 

特定地上

基幹放送

試験局以

外の地上

基幹放送

試験局 

ＢＤ 無線標定陸

上局 

ＬＲ 人工衛星局 ＥＫＴ 

特定地上 ＢＥ 無線標識局 ＲＢ 実験試験局 ＥＸ 
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基幹放送

試験局 

上局 

地上一般

放送局 

ＢＧ 無線標識局 ＲＢ 実用化試験

局 

ＤＶＴ 

海岸局 ＦＣ 海岸地球局 ＴＩ 気象援助局 ＳＭ 

航空局 ＦＡ 航空地球局 ＴＢ 標準周波数

局 

ＳＳ 

基地局 ＦＢ 携帯基地地

球局 

ＴＹＰ 特別業務の

局 

ＳＰ 

携帯基地

局 

ＦＰ 地球局 ＴＣ  

 

基幹放送

試験局 

海岸局 ＦＣ 海岸地球局 ＴＩ 実用化試験

局 

ＤＶＴ 

航空局 ＦＡ 航空地球局 ＴＢ 気象援助局 ＳＭ 

基地局 ＦＢ 携帯基地地

球局 

ＴＹＰ 標準周波数

局 

ＳＳ 

携帯基地

局 

ＦＰ 地球局 ＴＣ 特別業務の

局 

ＳＰ 

無線呼出

局 

ＲＰ   

  

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 省 令 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 二 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 波 法 施 行 規 則 第 七 条 第 一 号 の 二 の 規

定 に か か わ ら ず 、 こ の 省 令 の 施 行 後 、 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日

ま で の 間 に 免 許 す る 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限

る 。 ） の 免 許 の 有 効 期 間 は 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す る

。 

 

  

 


